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プロフェッショナル人材 

副業・兼業人材活用促進事業補助金 募集要領 

 

１．事業の目的 

 

この補助金は、県内中小企業等が副業・兼業プロ人材の確保を目的として、当該人材の

移動に要する費用の４分の３以内、または２分の１以内を県が補助するものです。 

 

※「副業・兼業プロ人材」とは、本業で収入を得ながら本業以外の業務に携わり、中小企業

等において必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、かつ、受入れ事業主が求め

るスキルについて、通算５年以上の職業経験を有する者または業務に必要な資格を有す

る人材を指します。 

 

２．補助対象者 

 

県内に事務所・事業所を有する中小企業者または中小企業者と同規模の法人で、滋賀県

プロフェッショナル人材戦略拠点（以下、「滋賀プロ拠点」という。）を通じて、新たに副

業・兼業プロ人材を活用する者。 

 

 

３．補助対象事業 

 

補助の対象となる事業は、県外で就業しているプロ人材を、新たに副業・兼業プロ人

材として活用する事業とします。 

 

４．補助対象事業期間 

 

交付決定日から、令和６年３月 10日までとします。 

 

５．補助対象経費 

 

副業・兼業プロ人材として活用する場合の移動に必要な下表に掲げる経費とし、交付

決定日以降で事業実績報告日(事業完了後30日以内または令和６年3月10日のいずれか

早い日)までに支払いが完了する経費に限ります。 

 

区 分 内 容 

（１）交通費 

・本事業の所在場所に訪れて業務に従事するための交通費 

※１回の往復移動に伴う交通費(下記宿泊費を除く)の実費負

担が１万円以上の場合のみ対象 

（２）宿泊費 ・宿泊にかかる費用      ※宿泊費のみの申請は不可 
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６．補助率等 

 

□ 補助率 

(１)デジタル人材を活用する場合   → ４分の３以内（千円未満切り捨て） 

(２)デジタル人材以外を活用する場合 → ２分の１以内（千円未満切り捨て） 

 

□ 補助限度額 

 50 万円 

 
 

７．応募手続等 

 

（１） 受付窓口 

  滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課 産業ひとづくり推進室 

   住 所：〒520-8577 大津市京町四丁目 1番 1 号  

   ＴＥＬ：０７７－５２８－３７５９  ＦＡＸ：０７７－５２８－４８７３ 

Ｅ－ｍａｉｌ：fe0004@pref.shiga.lg.jp 

 

（２） 交付申請の締め切り 

〇令和６年２月９日(金)まで  〈先着順〉 

滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点へご相談のうえ、事業開始の 15 日前まで

にご申請ください。 

 

〇受付時間は９時から 17 時まで。（土・日曜日および祝日は除く。） 

※上記期間内であっても予算の上限に達した時点で募集を停止します。 

 

（３） 提出書類 

   ① 補助金交付申請書（様式第１号） 

② 補助対象事業実施計画書（様式第２号） 

③ 副業・兼業プロ人材の履歴書 

④ 申請者の沿革および事業概要が分かる書類（会社案内もしくは定款の写し等） 

⑤ 県税に未納がないことを証明する納税証明書または滋賀県税に関する誓約書兼同意

書(様式第１号別紙１) 

⑥ 誓約書 

⑦ その他知事が必要と認めるもの 

 

 

（４） 提出方法 

①電子メール  ②持参または郵送(簡易書留郵便) 

 

※電子メールまたは郵送での申請の場合は、下記までご一報願います 
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(連絡先) 

滋賀県労働雇用政策課 産業ひとづくり推進室  TEL：077－528-3759 

 

８．補助事業者の義務（交付決定後） 

 

補助金の交付決定を受けた者は、次の事項を遵守しなければなりません。 

（１） 経費の配分、内容の変更、補助事業を中止または廃止しようとする場合は、事

前に承認を受けなければなりません。 

（２） 補助事業の遂行状況について、県が報告を求めた場合、速やかに報告しなけれ

ばなりません。なお、補助事業の遂行状況や実績の確認のため、実地検査に入る

こともあります。 

（３） 補助事業の完了後 30 日以内または令和６年３月 10 日のいずれか早い日までに

実績報告書を提出しなければなりません。 

（４） 補助事業の取組状況や成果について、県が主催する会議等において発表報告し

ていただくことがあります。また、県のホームページや広報誌等で公表する場合

があります。 

（５） 補助事業終了後に補助事業に関する調査への協力をお願いすることや、県等が

実地検査に入る場合があります。 

 

９．補助金の支払い 

 

補助金の支払いは、事業者から提出いただく実績報告書（様式第６号）に基づき、補

助金の額を確定した後となります。 

また、支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要す

ると認められる費用の合計となります。このため、すべての支出には、その収支を明ら

かにした帳簿類および領収書等の証拠書類が必要となります。 

なお、支出額および内容について厳格に審査しますので、要件を満たさない経費につ

いては、支払額の対象外となることがあります。 

 

10．その他留意事項 

 

滋賀県補助金等交付規則（昭和 48 年滋賀県規則第９号）に基づき、交付申請時に、暴

力団または暴力団員等（役員等も含む）に該当しない旨の誓約書を提出いただきます。

（交付決定後に判明した場合は、交付決定の取消を行います。）
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【提出書類】 

実績報告書は、事業完了後 30 日以内または令和６年

３月 10 日のいずれか早い日までに提出 

① 補助対象事業実績報告書（様式第６号別紙１） 

② 補助対象経費算出表（様式第６号別紙２） 

③ プロフェッショナル人材の勤務実績 

④ 補助対象経費の金額および支出が確認できる書類

の写し 

⑤ 副業・兼業プロ人材の採用に係る契約書等の写し 

⑥ 人材ビジネス事業者との個別コンサルティング契

約書の写しおよび当該経費の領収書の写し（該当

者のみ） 

額の確定通知 

交付決定通知 

【申請〆切】 
令和６年２月９日(金) 

 
※予算の上限に達した時点で募集を停止します 

【提出書類】 

① 補助金交付申請書(様式第 1 号) 

② 補助対象事業実施計画書（様式第２号） 

③ 副業・兼業プロ人材の履歴書 

④ 申請者の沿革および事業概要が分かる書類（会社

案内もしくは定款の写し等） 

⑤ 県税に未納がないことを証明する納税証明書また

は滋賀県税に関する誓約書兼同意書(様式第１号

別紙１) 

⑥ 誓約書 

⑦ その他知事が必要と認めるもの 

募 集 

申 請 

交 付 決 定 

額 の 確 定 

審 査 

事 業 開 始 

事 業 終 了 

実 績 報 告 

補 助金 の支払い 


